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論点１及び５ 世界主要国の加工食論点１及び５ 世界主要国の加工食
品表示の改革は大きく進んだ。しかし、

日本の後進性は著しい

• 食品流通はグローバル化し、加工食品表示の国
際的整合性が求められている。
世界各国 加 食品表 改革 すう勢は• 世界各国の加工食品表示改革のすう勢は

①特徴的原料と重要原料を、水を含めて％表示す
る（食肉類 魚介類 野菜 果物 ナ 乳製品る（食肉類、魚介類、野菜、果物、ナッツ、乳製品、
チョコレートなど）

②分かりやすい栄養表示を行い 各栄養成分量と②分かりやすい栄養表示を行い、各栄養成分量と
その勧告一日摂取量中の％を示す。また、これらの
図式化が進められている図式化が進められている。
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イギリスのインスタントコーヒー （脱
脂粉乳19％、コーヒー9.7％の記載）
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韓国の輸入チョコレート（豪州）
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韓国の輸入チョコレート（豪州）（つづき）
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海外の表示事項は日本の2倍以上海外 表示事項は 本 倍以
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栄養表示の図示化
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重要・特徴的原材料の％表示と重要 特徴的原材料の％表示と
栄養表示義務化の国

• 原材料： ＥＵ27か国、トルコ、ロシア、ウクライナ

等東欧諸国 タイ マレ シア ベトナム 韓国等東欧諸国、タイ、マレーシア、ベトナム、韓国、
オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、ア
ルゼンチン チリ パラグアイ ウルグアイルゼンチン、チリ、パラグアイ、ウルグアイ

• 栄養表示： 米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、
アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、イ
スラエル、インド、タイ、マレーシア、香港、韓国、ラ 、 、タ 、 シ 、香港、韓国、
オーストラリア、ニュージーランド。ＥＵ２７か国は
2014年義務化、ＥＵ諸国とトルコ、スイス、東欧2014年義務化、 Ｕ諸国とトル 、スイス、東欧
諸国は実質的に表示済み
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論点２、４ 食品表示上の改善事項

• 食品添加物の全体表示がない国は日本だけ

• 一括名表示は廃止すべきである。

• 食品添加物の使用目的と物質名を記載し、虚偽食品添加物の使用目的と物質名を記載し、虚偽
的な無添加表示を禁止すべき。

• 食品添加物の別名、簡略名、類別名の廃止。食品添加物の別名、簡略名、類別名の廃止。

• 油脂名は植物油脂を廃止し、大豆硬化油、パー
ム油 ナタネ油 豚脂など具体的に記載をム油、ナタネ油、豚脂など具体的に記載を。

• 日本酒の醸造アルコール添加量の表示。

加工食品の原産地表示は増やさない• 加工食品の原産地表示は増やさない。

• 既存添加物３６５種の過半数は海外で通用せず。

• 表示違反の罰則強化と消費者への賠償制度
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表示上の改善 一括名表示、簡略名、
別名などの廃止、用途名の併記を
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アメリカ栄養表示の作成ソフトの例
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アメリカ産チョコレートクッキーの表示
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